
 

第１７回 木津川市行財政改革推進委員会 

会  議  次  第 

 

 

            日 時：平成２４年９月２６日（水）午後２時００分～ 

            場 所：木津川市役所 第２北別館会議室 

 

１．開  会 

 

２．議  事 

 

   第２次木津川市行財政改革大綱（素案）について 

 

３．そ の 他 

 

４．閉  会 

 

 

 

 

 資 料 （○事前配布 ●当日配布） 

 

○ 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 

○ 行財政改革説明会アンケート報告書 

○ 第１７回行財政改革推進委員会の資料について 

● 木津川市行財政改革推進委員会委員名簿 

● 第２次木津川市行財政改革大綱 策定スケジュール（H24.9.19 時点） 

● 第２次木津川市行財政改革大綱等の策定に向けてのご意見について（庁内照会） 



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 1 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
目  次 

 

Ⅰ 行財政改革大綱の策定趣旨 

 

Ⅱ 行財政改革の基本的な考え方 

 

Ⅲ 行財政改革の体系 

 

Ⅳ 行財政改革の重点改革項目 

 １ 協働による「共生の市政」の推進 

 ２ 行政体制の再構築 

 ３ 事務事業の再編・整理 

 ４ 公共施設の再構築 

 ５ 財政システムの再構築 

 

Ⅴ 行財政改革の進め方 

 １ 行財政改革の計画期間 

 ２ 行財政改革の推進体制 

 ３ 実施及び進行管理 

 

 

 

目  次 

 

Ⅰ 行財政改革大綱策定の経緯と必要性について 

 

Ⅱ 行財政改革の基本理念 

 

Ⅲ 行財政改革の体系 

 

Ⅳ 行財政改革の重点改革項目 

 １ 協働の市政の推進 

 ２ 行政体制の再構築 

 ３ 事務事業の見直し 

 ４ 公共施設の再構築 

 ５ 財政システムの再構築 

 

Ⅴ 行財政改革の進め方 

 １ 行財政改革の計画期間 

 ２ 行財政改革の推進体制 

 ３ 実施及び進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 2 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
Ⅰ 行財政改革計画の策定趣旨 

 

 木津川市は、地方分権時代に自主・自立する地方公共

団体への成長を目指し、市町村合併を「行財政改革の有

効な手段」と位置付け、平成１９年３月１２日に木津

町・加茂町・山城町の３町合併により、新たな行政運営

をスタートさせました。 

 

 しかしながら、地方分権の推進と国の三位一体改革に

よって、地方財政の大きな転換がおこなわれ、法定受託

事務や自治事務の増加に伴い木津川市が責任を負う事業

量が増加する一方で、国から配分される地方交付税や国

庫支出金の削減が進んでおり、木津川市のまちづくり事

業に係る国からの歳入が期待できない状況にあります。 

 

 これまで、合併前のそれぞれの町では、独自の行財政

改革に取り組む中、公共施設の整備や公共的施設の運

営・各種市民サービスに対して大きな財政負担をしてき

ました。しかし、このような財政状況が続く中、これか

らの学研都市開発等をはじめとする公共施設整備などの

大規模な公共事業を進めていくには、極めて厳しい環境

になっており、今後、何ら対策を講じることなく現状の

Ⅰ 行財政改革大綱策定の経緯と必要性について 

  ～ これまで、どのようなことをして来たのか 

   なぜ、今、行財政改革が必要なのか ～ 

 

（第１次大綱策定の経緯） 

 木津川市は、自立する地方公共団体への成長を目指

し、市町村合併を「行財政改革の有効な手段」と位置づ

けて、平成１９年３月１２日に木津町・加茂町・山城町

の３町合併により誕生しました。 

 しかしながら、国の三位一体改革等によって、財政的

に厳しい状況下での新たな市政のスタートとなり、合併

前からの行財政改革の取組を進めるとともに、抜本的な

行財政システムの見直しが必要になりました。 

 このため、平成１９年１０月に市長の諮問機関とし

て、公募市民・各分野の有識者を委員とする「木津川市

行財政改革推進委員会」を設けて、今後の行財政改革の

指針の策定を諮問しました。 

 そして、同委員会からの答申に基づき、平成２０年６

月に「木津川市行財政改革大綱・推進計画」（計画期

間：平成２０年度から平成２４年度）を策定し、また、

同年１１月には、庁内各部署における具体的な取り組み

を明示した「行動計画（アクションプラン）」を定め

 



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 3 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
まま行政運営を続けた場合には、市の財政は一気に厳し

い状況に陥ることが予測されます。 

 

 このような木津川市を巡る状況を踏まえ、財政的に極

めて厳しい状況であるということを前提に、合併前の３

町が進めてきた行財政改革の取組みを進化させるととも

に、時代の方向性を見据えた抜本的な行財政システムの

再構築に向けた取組みを迅速に行い、地方分権時代に自

主・自立し、持続的な発展が望める自治体運営基盤の確

立を目指し、不断の行財政改革に取り組むための総合的

な指針として「木津川市行財政改革大綱」を策定するも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、新たな行財政改革をスタートしました。 

 

（第２次大綱の策定の必要性） 

 平成２０年度以降、木津川市では、大綱等に基づく全

庁的な行財政改革に取り組み、各種サービス・料金の見

直し、民間委託の推進、繰上償還の実施、職員給与の見

直しなどを行ってきました。 

 また、平成２１年度からは、新たに行財政改革推進委

員会委員を仕分け人とする「事業仕分け」を導入して、

市が実施する個別の事業についての評価を開始しまし

た。 

 このような改革により、合併自治体の課題である事務

事業、組織の一本化、効率化は進みましたが、その一方

で、国の地域主権改革に伴う市町村への権限移譲、リー

マンショック後の経済情勢の急激な悪化など、自治体を

取り巻く行財政の環境は、一層厳しさを増しています。 

 なかでも、木津川市では、合併自治体に対する地方交

付税の特例措置（普通交付税合併算定替（注））が、平成２

８年度以降５年間をかけて段階的に減額・終了すること

になるため、これに対応できる、子や孫の未来につなぐ

持続可能な行財政システムの構築が、待ったなしの課題

となっているところです。 



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 4 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このため、平成２５年度以降も、行財政改革の考え

方・理念を継承し、内容をより進化させた「第２次木津

川市行財政改革大綱」を定め、不断の改革の取り組みを

図る必要があるものです。 

 

（注）普通交付税合併算定替 

合併後の一定期間に限り、合併がなかったものと仮定して、

合併前の旧市町村ごとに算定した普通交付税額の合算額を保

障する制度。木津川市の場合、平成２３年度は、この制度に

よって交付税が約１４億円多く交付されています。 

この約１４億円という額は、同年度の木津川市一般会計歳入

２４５億円の約６％に相当し、農林水産業費、商工費、消防

費の歳出の合算に近い、非常に大きな金額です。 

 

（普通交付税合併算定替イメージ図） 

 

H28 H33 



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 5 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
Ⅱ 行財政改革の基本的な考え方 

 

 

１ 基本理念 

 

 大変厳しい財政状況のもとで、多様化する市民ニー

ズや新たな行政需要に対応していくためには、より一

層効率的・効果的な行政運営に努めていくとともに、

時代と社会の変転を見極め、自らが変革の意思を持ち

続け、果敢に実行することによって「持続可能な自治

の運営」を確実なものにしていかなければなりませ

ん。そのためには、行政運営の原動力となる職員一人

ひとりが行財政改革の理念と効率的で効果的な行政運

営の意識を新たにし、自らの持てる能力を十分に発揮

していくことが重要であります。また、公民総がかり

で、知恵と工夫を出し合う、市民協働・市民参加型の

行政運営の推進が求められています。 

 こうした認識のもと、木津川市では、山積する重要

施策の推進と市民サービスの向上を図るため、木津川

市の行政運営の基本理念を次のように定めます。 

 

 

Ⅱ 行財政改革の基本理念 

  ～ 何を目指して行財政改革を進めるのか ～ 

 

１ 基本理念 

 

 超高齢社会となった我が国では、今後も、構造的に

厳しい財政状況が続くことが見込まれる一方で、国政

が不安定で、社会保障制度改革などの方向性が見えに

くい状況にあります。また、基礎的自治体への権限移

譲が進められ、市が責任を持つ領域が、ますます増え

ていくことが予想されます。 

 こうしたなかで、多様化する市民ニーズや新たな行

政課題に適切かつ速やかに対応していくためには、よ

り一層効果的かつ効率的な行財政運営に努めていくと

ともに、時代と社会の動きに注視し、「自ら考え、行

動する」自治体として「持続可能な行財政運営」を確

立していかなければなりません。 

 そして、原動力となる職員一人ひとりが、市職員の

果たすべき役割が何かを真剣に考え、そのために自ら

の持つ能力を高め、十分に発揮できるような仕組みづ

くりが不可欠です。 

 また、さまざまな問題解決にあたっては、職員が、



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 6 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

 ・共に生き、共に創る協働の社会 

 ・簡素で、市民満足度の高い自治体 

 

 

 ○行政運営のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※上記の図の３つの楕円の重なり部分は、「政策・経営」手段やその手法 

市民と共に悩み、汗をかき、知恵と工夫を出し合う、

市民協働・市民参加型の市政の推進が求められていま

す。 

 このような認識のもと、木津川市では、これからの

行財政運営の基本理念を次のように定めます。 

 

【３つの基本理念】 

 ・市民と共に創る、協働の自治体 

 ・簡素で市民満足度の高い、持続可能な自治体 

 ・自ら考え、行動する自治体 

 

 ○行財政運営のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※上記の図の３つの楕円の重なり部分は、「政策・経営」手段やその手法 

【政策・経営】 【政策・経営】 



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 7 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
２ 重視する視点 

 

 これまでの行財政改革への取組みは、組織の改廃・

職員の削減・経費の削減など、量的縮小に成果を求め

てきましたが、今後は、引き続きこれらの改革に取り

組みつつ、人材の育成・活用をはじめとする質的改革

に重点を移し、「自己決定・自己責任」の原則に基づ

く行政の公正性と透明性の向上を図り、市民に対し一

層の情報公開と説明責任を果たしつつ、市民から信頼

される質の高い行政サービスの提供に資する効率的な

行政の展開を図らなければなりません。 

 特に、行財政改革を円滑に進めていくためには、時

として負担の公平性に基づく市民の理解と協力が不可

欠であることから、行政情報を市民と共有できるよう

市行政の透明性の一層の拡大に努め、市民と行政の距

離を縮めていくとともに、新しい公共空間の形成に向

けての仕組みづくりが重要となります。 

 これらのことを踏まえ、木津川市の行財政改革の実

施にあたっては、次の４つの視点に立って行政全般に

わたり見直しを行い、市民の理解を得ながら市民本位

の行財政システムの再構築を行うものとします。 

 

２ 基本理念の目指すもの 

 

 これからの行財政改革は、組織の改廃、職員や経費

の削減などの、量的改革（縮小）に引き続き取り組み

つつ、人材の育成・活用や、古い制度を時代のニーズ

に応じた施策に転換するなどの、質的改革に重点を移

し、市民から信頼される質の高い行政サービスを実現

していく必要があります。 

 そして、行財政改革を円滑に進めていくためには、

市民の理解と協力が不可欠であることから、行政の持

つ情報を市民に公開し、説明責任を果たしつつ市民と

行政の距離を縮めていくための仕組みづくりが重要と

なります。 

 

 

 

 

 これらのことを踏まえ、木津川市の行財政改革にあ

たっては、３つの基本理念に基づき、行政全般にわた

り見直しを行い、市民の理解を得ながら市民本位の行

財政システムの再構築を行うものとします。 

 



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 8 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
〇視点１ 合併団体としての視点 

 地域の活性化による均衡ある発展を遂げる地方公

共団体として、木津川市にふさわしい行財政運営を

行うため、行政体制・組織・人員の見直し等を通じ

た行政組織のスリム化を図るとともに、事業の見直

しや行政評価システムを活用するなど、合併による

行政効果を最大限に高める効率的・効果的な行政経

営の実現を目指します。 

 

 

〇視点２ 市民とともに築く行政としての視点 

 多様化する市民ニーズや市民自らのまちづくり意

識の高まりに対応するため、市民に行政の現状をわ

かりやすく説明するとともに、市民参加による対

話、検討の機会を確保するなど、透明性の高い開か

れた市政を推進することを通じて、行政と市民の役

割分担を明確にし、市民との協働によるまちづくり

を目指します。 

 

 

〇視点３ 簡素で効率的な行政組織としての視点 

 行政でなければ実施が難しいものと、市民や地域

〇１ 市民と共に創る、協働の自治体 

 多様化する市民ニーズや市民自らのまちづくり意

識の高まりに対応するため、市民に、木津川市の現

状を、わかりやすく説明するとともに、市民との対

話、市民参加による検討の機会を確保するなど、透

明性の高い開かれた市政を推進することを通じて、

行政と市民の役割分担を明確にし、市民との協働に

よるまちづくりを目指します。 

 

 

〇２ 簡素で市民満足度の高い、持続可能な自治体 

 行政でなければできないことと、市民、コミュニ

ティ組織、ＮＰＯ、企業などが担うことができるも

のを選別し、真に行政が担うべき事務事業にあらゆ

る資源を集中することを目指します。 

 併せて、職員定数の管理や組織機構の見直しを続

けるとともに、人事管理制度の改革を行い、簡素で

効率的な組織体制の実現を目指します。 

 また、持続可能な行財政運営の確立のため、歳

入・歳出の両面で改革を進め、健全で自立性の高い

財政構造への転換を目指します。 

 



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 9 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
社会、民間企業・団体が担うことができるものを選

別し、真に行政が担うべき業務・事業にあらゆる資

源を集中することを目指します。 

 また、職員定数の管理や組織機構の見直しを着実

に推進し、簡素で効率的な行政組織の実現と、公務

員制度の動向を踏まえながら、公務員倫理の確立、

成果主義や能力主義に基づいた人事評価システムの

構築、人材育成など、人事管理制度の改革を目指し

ます。 

 

〇視点４ 持続可能な財政運営としての視点 

 地方分権推進に伴う今後の行財政運営において

は、持続可能性の確立を基本とした財政運営が喫緊

の課題となっており、適正な税収・使用料等の歳入

確保を図るとともに、歳出面においては経常経費の

抑制をはじめ、事務事業の抜本的な見直しを行うな

ど、健全で自立性の高い財政構造への転換を目指し

ます。 

 

 

 

 

〇３ 自ら考え、行動する自治体 

 変化の激しい社会経済情勢のもと、新たな行政課

題に積極的に対応していくために、木津川市が、

今、何をすべきかを考え、それを速やかに行動に移

すことができる組織体制の実現を目指します。 

 また、人材育成を進めることにより、職員一人ひ

とりの能力の向上と、課題解決に向けて主体的に取

り組むことができる組織風土の実現を目指します。 
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（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
Ⅲ 行財政改革の体系 

 

 ○行財政改革関連計画体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 行財政改革の体系 

 

 ○行財政改革関連計画体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木津川市行財政改革大綱

木津川市行財政改革行動計画（アクションプラン）

定員適正化計画 各種方針 各種指針



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 11 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
Ⅳ 行財政改革の重点改革項目 

 

 

 行財政改革の基本的な考え方に基づき、次の５項目を

重点改革項目として位置づけ、取組みを行っていくもの

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 協働による「共生の市政」の推進 

 

①市民との協働によるまちづくり 

Ⅳ 行財政改革の重点改革項目 

  ～ 改革の方向性・考え方と、行うべき取り組み ～ 

 

 行財政改革の基本理念に基づき、次の５項目を重点改

革項目として位置づけ、取り組みを行っていくものとし

ます。 

 

【５つの重点改革項目】 

 １ 協働の市政の推進 

 ２ 行政体制の再構築 

 ３ 事務事業の見直し 

 ４ 公共施設の再構築 

 ５ 財政システムの再構築 

 

 それぞれの重点改革項目には、より具体的な小項目を

設け、「行財政改革の方向性・考え方」「これから行う

べき取り組み」を示しています。 

 

 

１ 協働の市政の推進 

 

①市民との協働によるまちづくり 
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（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
 地域の課題やニーズに対応するとともに、簡素で

効率的な行政を実現する観点から、市民やＮＰＯ・

地域団体など多様な主体が公共的サービスの提供を

行おうとする取組みについて、地域の実情に応じ、

積極的に推進する必要があります。 

 そのため、行政と市民、ＮＰＯ、地域団体などが

公共的目的を共有し、相互に連携・分担する仕組み

の整備を進めるとともに、地域協働を実践するた

め、個々の職員の意識改革や勤務体制の整備などに

積極的に取り組みます。 

 また、行政と共に地域協働を支える市民、地域コ

ミュニティ組織、市民団体やＮＰＯなどの積極的な

市政参加を実現するための仕組みづくりに取り組

み、その支援施策の充実に努めます。 

 

 

②公正の確保と透明性の向上 

 市民に信頼される開かれた市政を推進するには、

市民と行政がまちづくりビジョンや施策などの情報

を共有し、市民と対話できる環境を整備する必要が

あります。そのため、広報誌やホームページ等をは

じめ、様々な手法を通じて行政が保有する情報を迅

（方向性・考え方） 

 多様化する市民ニーズに対応するとともに、簡素

で効率的な行政を実現するためには、市民、コミュ

ニティ組織、ＮＰＯ、企業など多様な主体が公共的

サービスの提供を行おうとする取り組みについて、

実情に応じて積極的に支援・推進する必要がありま

す。 

（行うべき取り組み） 

 行政と市民、コミュニティ組織、ＮＰＯ、企業な

どが公共的目的を共有し、相互に連携・分担する仕

組みづくりと、市民等への支援施策の充実を進める

とともに、市民協働を実現するために必要な、職員

一人ひとりの意識改革に積極的に取り組みます。 

 

 

 

②開かれた市民参加の市政の推進 

（方向性・考え方） 

 市民に信頼される開かれた市政を推進するために

は、市民と行政がまちづくりのビジョンや施策など

の情報を共有し対話できる環境や、市民への説明責

任を果たし、行政の透明性・公正性を向上する仕組



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 13 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
速でわかりやすく公開するとともに、事業の実施と

行政の諸活動についても積極的な情報提供を行いま

す。 

 また、市民への説明責任を果たし、市政の透明

性・信頼性の向上を図るため、行政評価や情報提

供・公開制度並びにパブリックコメント制度の充実

に取り組むとともに、市政への市民参加の環境づく

りを推進します。 

 

 

 

 

 

 

２ 行政体制の再構築 

 

①組織改革 

 地方公共団体の組織については、政策目標に基づ

き、効果的かつ効率的に事務・事業を処理し得る組

織とする必要があります。 

 そのため、政策、施策、事務・事業のまとまりや

地域などに対応した部局、課室編成とするととも

みをつくる必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 広報誌やホームページをはじめ、様々な手法を通

じて行政が持つ情報をわかりやすく公開するととも

に、行政の活動について計画段階から積極的な情報

提供を行います。 

 また、行政評価制度、情報公開制度、パブリック

コメント制度等の充実に取り組むとともに、市民と

の対話、市民参加による検討の機会を確保するな

ど、市民が市政に参加しやすい環境づくりを推進し

ます。 

 

 

 

２ 行政体制の再構築 

 

①組織改革 

（方向性・考え方） 

 行政が効果的かつ効率的に事務事業を処理するた

めには、政策目標や社会の動きに対応できる、簡素

な組織体制となる必要があります。 

（行うべき取り組み） 
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（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
に、市民ニーズへの迅速な対応の観点や、スピーデ

ィーな意思決定・対応の観点から、個々の職員の責

任と権限が明確化され、意思形成過程が簡素化され

たフラットな組織を編成します。 

 また、市民から見ても責任・権限の所在がわかり

やすい構造、職名とすることに留意します。 

 

 

 

 

②定員管理の適正化 

 定員管理にあたっては、合併協定や社会経済情勢

の変化等を踏まえ、抜本的な事務・事業の整理、組

織の合理化、職員の適正配置に努めるとともに、民

間委託等の推進、任期付職員制度の活用、ＩＴ化の

推進、地域協働の取組みなどを通じて、職員数の抑

制に取り組みます。 

 定員管理の適正化を計画的に推進する観点から、

定員適正化計画の中で数値目標を掲げ、これを公表

し、実行します。 

また、将来的な職員の年齢構成や分野別職員数等に

ついて詳細に分析し、定員モデルや類似団体別職員

 政策や施策・事務事業のまとまり、社会の動きに

対応した組織編成とするとともに、市民ニーズや行

政課題への、速やかな意思決定・対応の観点から、

職員一人ひとりの責任と権限が明確化され、意思形

成過程が簡素化されたフラットな組織を編成しま

す。 

 また、市民から見て責任・権限の所在がわかりや

すい編成、職名とすることに留意します。 

 

 

②定員管理の適正化 

（方向性・考え方） 

 責任ある質の高い行政サービスに必要な職員を安

定的に確保するためには、今後の行政需要の動向等

を勘案しながら、できるだけ増員を抑制する方向性

のもと、定員管理を行う必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 定員管理にあたっては、「事務事業の見直し」

「電子自治体の推進」「公共施設の民営化・民間委

託」などの取り組みを踏まえて、職員数の適正化に

取り組みます。 

 併せて、行政需要に応じた職員の適正配置に努め
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（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
数を積極的に活用します。 

 

 

 

 

 

③総人件費の抑制 

 木津川市の給与水準は、合併時において国家公務

員の基準により調整を行いましたが、人件費は財政

構造の硬直化を招く経費であることから、公務員制

度の動向に留意し、その業務の性格や内容を踏まえ

つつ、給与制度・運用・水準の適正化を強力に推進

します。 

 これとともに、現在行政サービスの一翼を担って

いる臨時職員の適正な配置を推進し、職員・臨時職

員トータルでみた総人件費を抑制します。 

 

 

 

 

 

 

るとともに、事務事業の共同化などに取り組みま

す。 

 また、定員管理の適正化にあたっては、職員の年

齢構成や新たな行政需要などに留意します。 

 

 

③総人件費の抑制 

（方向性・考え方） 

 木津川市の給与水準は、人事院勧告に準拠して官

民格差の是正を行っていますが、引き続き適正な水

準の維持に努める必要があります。 

 また、現在、行政サービスの一翼を担っている嘱

託職員・臨時職員も含めた、総人件費を抑制する必

要があります。 

（行うべき取り組み） 

 今後も公務員制度の動向に留意し、業務の性格や

内容を踏まえつつ、給与に係る制度・運用・水準の

適正化を進めます。 

 また、嘱託職員・臨時職員の役割と業務を再確認

し、適正な配置と活用を推進することで、時間外勤

務手当も含めた総人件費を抑制します。 

 



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 16 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
 

④人材育成の推進 

 分権型社会の進展に伴い、今後の行政組織は、事

業やサービスの直接的な「担い手」から、事業・サ

ービスの企画立案や管理を担う「制度設計者・管理

者」としての役割が高まることが予想されます。そ

のため、人材育成の目的や方策を明確にした人材育

成に関する基本方針を策定し、人材育成の観点に立

った人事管理、職場風土や仕事の推進プロセスの改

善等を行うことにより、総合的な人材育成に努めま

す。 

 また、能力・実績を重視した新しい人事評価シス

テムの導入が求められており、公正かつ客観的な人

事評価システムの構築に引き続き積極的に取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④人材育成の推進と職員・組織の意識改革 

（方向性・考え方） 

 今後、市町村は、事業やサービスの直接的な「担

い手」から、企画立案、調整、管理を担う「制度設

計者・管理者」としての役割が一層高まるととも

に、従来、都道府県が担っていた専門的な行政サー

ビスを提供することとなり、これに対応できる能力

と「やる気」を持った職員を育成する必要がありま

す。 

（行うべき取り組み） 

 人材育成の目的や方策を明確にした人材育成に関

する基本方針を策定し、人材育成の観点に立った人

事管理、業務プロセスの改善、事務マニュアルの作

成などにより、総合的な人材育成や、組織風土の改

善に努めます。 

 また、能力・実績を重視した新しい人事評価シス

テムの導入が求められており、公正かつ客観的な人

事評価システムの構築に引き続き積極的に取り組み

ます。 

 併せて、職員一人ひとりの「やる気」を支援し、

その提案が、組織の改善につながるような仕組みづ
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（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
 

 

 

⑤電子自治体の推進 

 市民サービスの向上、業務改革を進めることを目

的とした電子自治体の推進にあたっては、情報セキ

ュリティの確保に十分留意しながら、行政手続のオ

ンライン化の推進、共同アウトソーシングの推進、

公的個人認証サービス、住民基本台帳ネットワーク

システム、住民基本台帳カード、総合行政ネットワ

ーク（ＬＧＷＡＮ）などの利活用等に積極的に取り

組みます。 

 なお、電子自治体業務の標準化・共同化により、

低廉なコストで高い水準の運用が実現できるよう取

り組みます。また、システムについては、最適化を

図る中で、改善・刷新に取り組んでいくとともに、

職員の能力開発や民間の専門的な能力・ノウハウの

活用等により、情報システムの品質、コスト等に関

する評価能力の向上を図り、情報システムの調達の

適正化に努めます。 

 

 

くりに取り組みます。 

 

 

⑤電子自治体の推進 

（方向性・考え方） 

 社会のＩＴ化が急速に進む中で、市民の利便性の

向上や業務の効率化に高い効果が期待できる電子自

治体を推進していく必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 情報セキュリティの確保に十分留意しながら、行

政手続のオンライン化の推進、共同アウトソーシン

グの推進、公的個人認証サービス、住民基本台帳ネ

ットワークシステム、住民基本台帳カード、総合行

政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）などの利活用に積極

的に取り組みます。 

 また、電子自治体業務の標準化・共同化により、

低廉な経費で高い水準の運用が実現できるよう取り

組むとともに、共同化できない業務についても、シ

ステムとコストのバランスの最適化に取り組みま

す。 

 併せて、職員のＩＴ能力の向上を図り、業務の効

率化を進めます。 
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（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
 

 

⑥法令順守（コンプライアンス）改革 

 市民の信頼や期待に応え、透明で公正な職務執行

を実現する自治体として、市民要望等の記録制度、

職員倫理規程、公益通報者保護制度などの整備を進

め、コンプライアンス体制を充実させます。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦借入金や公債費の適正管理 

 何よりも健全で安定した自治体としての財政基盤

を確立し、持続的なまちづくりを推進するため、必

要以上の借入を抑制し、債務負担が過度にならない

よう公債費の適正管理に努めます。 

 

 

 

 

 

⑥法令遵守（コンプライアンス）の推進 

（方向性・考え方） 

 市の事務事業は、法令等に適合し、透明で公正に

執行されなければなりません。こうした法令遵守を

常に担保するとともに、違反があったときは適正に

対応できる仕組みをつくる必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 職員倫理条例・規則、職員に対する不当な働きか

けの記録制度などを推進し、コンプライアンス体制

を確立します。 

 

 

⑦地方債・借入金・公金の適正管理 

（方向性・考え方） 

 持続可能な自治体であるためには、地方債・借入

金・公金について、経済の動きに留意しつつ、適正

な管理を行う必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 必要以上の借入を抑制し、債務負担が過度になら

ないよう地方債の適正管理に努めます。 
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３ 事務事業の再編・整理 

 

①事務事業の見直し 

 すべての施策・事業のあり方をさまざまな角度か

ら点検し、市民、団体、事業者と行政との役割分担

を明確にします。日常の旅費計算から課の中心事業

そのものまで、運営コスト、間接コストを含めて行

政が公的サービスを担うことの妥当性（「公共の利

益になっているか」「市が直営でやるべきことか」

「財政状況が厳しい中でもあえてやるべきこと

か」）を明確化します。これにより、行政が担うべ

き公的領域におけるサービスの質の向上と効率化を

実現し、同時に事務事業コストの徹底した削減を進

めます。 

 また、新規・拡充事業については、目的、対象や

内容の類似性を検証するなど、スクラップアンドビ

ルドを徹底します。 

 また、公金については、様々なリスクを考慮しな

がら、安全かつ効率的な管理に努めます。 

 

 

 

３ 事務事業の見直し 

 

①事務事業の見直し 

（方向性・考え方） 

 すべての事務事業について、今、行政が担うべき

ものか・効率的に実施されているかを確認し、実施

の妥当性の低いものの見直しを含め、事務事業全般

の効率化を進める必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 すべての事務事業について、目的、手段、間接コ

ストを含めた経費とその成果を調査し、実施の妥当

性や効率性を確認します。 

 実施の妥当性の低い事務事業については、見直し

を行うなど、事務事業全般について、より効果的に

政策目標を達成する方法がないかを検討し、実施方

法の効率化や、民間委託などによる、各種経費の徹

底した削減に取り組みます。 
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②補助金の見直し 

 様々な団体等に対する補助金等については、行政

として対応すべき必要性、費用対効果、経費負担の

あり方等について検証し、抜本的に見直します。 

 見直しにあたっては、社会経済情勢の変化に伴い

必要性や効果が薄れたものについては縮小、統合、

廃止等を行うとともに、補助金交付の終期の設定な

ど、より効果的、効率的な補助金の適正化に努めま

す。 

 

 

 

 

 

③外郭団体の見直し 

 外郭団体については、特定の行政需要に対応する

 なお、新規・拡充事業の実施にあたっては、目

的・対象・内容の妥当性、他制度との類似性、将来

的な負担などを十分検証した上で、スクラップアン

ドビルドを徹底します。 

 

 

②補助金・団体支援の見直し 

（方向性・考え方） 

 補助金や各種団体の支援については、時代と社会

に適合した真に必要なものか、またその内容が適正

かを確認し、見直しを行う必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 補助金については、交付基準に基づいて確認を行

い、社会経済情勢の変化に伴って必要性や効果が薄

れたものの縮小、統合、廃止などを行うとともに、

交付の終期を設定するなど適正化に努めます。 

 また、行政が事務局機能を担っている各種団体に

ついては、自主的運営に向けた支援を行います。 

 

 

③外郭団体の見直し 

（方向性・考え方） 
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（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
ため、市政の補完的組織として重要な役割を果たし

てきましたが、時代の変化とともに、その役割や存

在意義なども変化し、社会情勢への対応や官民の役

割分担の明確化など、柔軟な見直しを行う必要があ

ります。 

 このため、それぞれの外郭団体自らが独立採算に

向けた経営改善を図るとともに、設立目的や業務内

容について常に見直しを行い、必要に応じて統廃合

等について検討します。 

 また、学研都市開発公社を通じて先行取得しなが

ら、長期間保有し活用が図れていない土地について

は、時価評価を進めるとともに、有効活用と経営環

境の改善に向けた土地対策に取組みます。 

 

 

 

 

４ 公共施設の再構築 

 

①公共施設の適正な配置 

 市民に各種のサービスを提供する公共施設につい

ては、統合による機能集約、機能強化を念頭に置

 外郭団体については、特定の行政需要に対応する

ため、市政の補完的組織として重要な役割を果たし

てきましたが、時代の変化とともに、その役割や存

在意義なども変化し、社会情勢への対応や官民の役

割分担の明確化など、柔軟な見直しを行う必要があ

ります。 

（行うべき取り組み） 

 それぞれの外郭団体の独立採算に向けた経営改善

を支援するとともに、設立目的や業務内容について

常に見直しを行います。 

 また、学研都市開発公社を通じて先行取得しなが

ら、長期間保有し活用が図れていない土地について

は、時価評価を進めるとともに、有効活用と経営環

境の改善に向けた土地対策に取り組みます。 

 

 

 

４ 公共施設の再構築 

 

①公共施設の適正配置と有効活用 

（方向性・考え方） 

 公共施設については、提供する各種のサービスと
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き、配置・利用状況・老朽化度などを総合的に判断

し、適正な配置の検討を進めます。 

 

②公共施設の有効活用 

 合併により、庁舎などに生じた空スペースについ

ては施設の部分的な用途転換を図るなど、新たな需

要に対応します。 

 また、余剰施設や老朽化が進み安全性が確保でき

ない施設については、代替措置を講じて廃止、処分

を含め、そのあり方を検討します。 

 

 

 

 

 

③計画的な保全管理 

 これまでの事後保全的な保全業務を、ライフサイ

クルにおける環境負荷の軽減に配慮した予防保全的

な保全業務へ転換して、構造物を含めた機能劣化が

起こる前に修繕・補修・補強工事を実施し、施設の

長寿命化とコスト縮減を図るための点検・修繕等の

基準づくりを進めます。 

施設維持管理経費や改修経費のバランスを見極め、

適正な配置とする必要があります。 

 また、公共施設に生じた空きスペース等の有効な

活用方法も検討する必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 施設の統合による機能集約、機能強化を念頭に置

き、位置・利用状況・老朽化度などを総合的に判断

し、適正な配置に向けた検討を進めます。 

 余剰施設や施設の空きスペースについては、新た

な活用方法を検討するとともに、効果的な活用方法

がない施設や老朽化が進み安全性が確保できない施

設については、廃止、処分を含めたあり方を検討し

ます。 

 

 

②公共施設の計画的な保全管理 

（方向性・考え方） 

 公共施設は、市民共有の財産であり、できるだけ

長期にわたり低コストで活用される必要がありま

す。 

 また、今後、公共施設の改修・更新が一時期に集

中すれば、大きな財政負担となるため、計画に基づ
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④維持管理手法の見直し 

 大規模な公共施設の建設・運営等については民間

の資金や経営能力を活用する手法（ＰＦＩ事業）を

選択肢の一つとして検討するとともに、公共施設の

管理運営については、施設の民営化、民間委託の推

進や指定管理制度の導入、企業やＮＰＯをはじめ、

自治会や市民団体などの地域コミュニティ組織が有

する技術力や活力を最大限活用して、利用者の視点

に立ったきめ細やかな施設運営により、サービスや

利用者の利便性の向上を図るとともに、維持管理コ

ストの縮減を推進します。 

く平準化を図っていく必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 施設の保全業務を、事後的なものから予防的なも

のに転換し、機能劣化が起こる前に補修・補強工事

を実施することにより、施設の長寿命化と修繕経費

の削減を図るための点検・修繕等の計画策定とその

運用を推進します。 

 また、全庁的に公共施設の更新時期を集約・調整

し、その分散を図ります。 

 

 

③公共施設の民営化、民間委託 

（方向性・考え方） 

 公共施設の管理・運営・整備について、公共性を担

保しながら、民間に任せられるものは民間に任せて効

率性やサービスの質を高めていく必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 公共施設の管理・運営について、その施設の設置目

的を踏まえて、民営化、民間委託、指定管理制度など

の導入を検討・推進することにより、企業、ＮＰＯ、

地域コミュニティなどが有する技術力や活力を活用し

て、サービスや利用者の利便性の向上と、維持管理経
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 特に、指定管理者制度については、平成１９年３

月の合併を機に、管理のあり方について一定の見直

しを実施しているが、さらに、施設本来の役割と機

能、市民サービスへの影響等を十分検討した上で、

指定管理者制度の活用を推進します。 

 

 

５ 財政システムの再構築 

 

①歳入の確保と支出の抑制 

 市税は自主財源の中心をなすものであり、安定的

な財政基盤の確立と健全化のためには市税収入の向

上を図る必要があります。三位一体の改革における

税源移譲の進展や税負担の公正確保の必要性等を踏

まえ、徴収対策の強化や適切な課税客体の把握に努

め、目標に基づく徴収率の向上を図ります。その他

の収入等についても、有料広告掲載などの新たな財

源確保を図るとともに、受益者負担の適正化や徴収

率の向上等に努めるなど自主財源の確保に努めま

す。 

 支出の抑制については、例外なき事務事業の再

編・整理に取組みます。 

費の削減を図ります。 

 また、大規模な公共施設の建設・運営等について

は民間の資金や経営能力を活用する手法（ＰＦＩ事

業）を選択肢の一つとして検討します。 

 

 

 

５ 財政システムの再構築 

 

①歳入の確保と支出の抑制 

（方向性・考え方） 

 安定的な財政基盤を確立するためには、歳入面に

おいて、自主財源の中心となる市税収入の向上に努

めるほか、受益者負担の適正化など、新たな財源の

確保を進める必要があります。 

 また、歳出面においては、「事務事業の見直し」

などと併せて、個別の事業の枠を超えた全庁的な取

り組みによる支出の抑制を図る必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 市税、各種料金については、事務の共同化等によ

る徴収対策の強化、適切な課税客体の把握、納付方

法の拡充などに取り組み、目標に基づく徴収率の向
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②入札・契約手続きの改善 

 入札・契約制度の透明性、公正・公平性、競争

性、効率性を高めるとともに、時代の要請に応じた

新たな入札・契約制度の導入や諸手続の合理化、簡

素化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

上を図ります。併せて、受益者負担の適正化や、企

業誘致、有料広告などによる新たな自主財源の確保

に努めます。また、各種事務事業について、国・府

等の補助金などが活用できないかの研究を行いま

す。 

 支出の抑制については、事務用品の一括購入、ペ

ーパーレス化、省エネ、公共工事のライフサイクル

コストの低減など、全般的な経費の見直しを行いま

す。 

 

 

②入札・契約制度の改善 

（方向性・考え方） 

 入札・契約については、その過程・内容の透明性

の確保、公正な競争の促進、不正行為の排除の徹

底、公共工事の適正な施工の確保などを図っていく

必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 入札・契約の透明性、公正・公平性、競争性、効

率性を高めるとともに、時代の要請に応じた新たな

入札・契約制度の導入・運用や諸手続の合理化、簡

素化などの改善を進めます。 
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③未利用、低利用資産の有効活用 

 未利用、低利用資産については、行政財産として

の利用可能性を調査の上、その可能性があるものに

ついては積極的な活用を図るとともに、利用可能性

が低いものについては、処分可能な財産を選定し、

処分を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

④予算査定の改革 

 事務事業の見直しやスクラップアンドビルドを推

進し、限られた財源を効果的に配分するため、各部

局に一般財源を配分して予算編成を行う枠配分方式

の予算編成制度の導入を目指します。 

 

 

 

 

③未利用、低利用資産の有効活用 

（方向性・考え方） 

 市有財産は市民の貴重な財産であり、未利用のま

ま保有しておくことにより、維持管理費が発生する

とともに、税収等を得る機会を逸失するため、売却

を含めた利活用方法を検討する必要があります。 

（行うべき取り組み） 

 未利用、低利用資産について、行政財産としての

利用可能性を精査し、その可能性があるものについ

ては積極的な活用を図り、その可能性が低いものに

ついては、適宜、処分を進めます。 

 

 

④予算編成の改革 

（方向性・考え方） 

 市民ニーズや新たな行政課題に速やかに対応でき

る、効果的かつ効率的な予算編成を行うためには、

事業のスクラップアンドビルドを柔軟に行える予算

編成の仕組みをつくる必要があります。 

（行うべき取り組み） 
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⑤地方公営企業会計、特別会計等の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 地方公営企業の見直し 

 公営企業体としての経営管理基盤の強化を進

め、公営企業経営の公共性と効率性の観点から中

長期的視野に立った経営手法を確立するととも

に、企業会計を支える料金体系・使用料の見直し

 各部局に一般財源を配分して予算編成を行う枠配

分方式の予算編成制度など、「事務事業の見直し」

の促進と、限られた財源の効果的な配分に取り組み

ます。 

 

 

⑤地方公営企業会計、特別会計等の見直し 

（方向性・考え方） 

 地方公営企業会計、特別会計等については、事業

を行うための経費を、その事業に係る特定の収入を

もって充てるという独立採算の原則に鑑み、経費の

削減、効率化、受益者負担の見直し等により、一般

会計からの繰出金の縮減を図る必要があります。 

 また、市が加入する一部事務組合についても、適

正で効率的な運営を進め、一般会計からの負担金の

縮減を図る必要があります。 

（行うべき取り組み） 

（ア）地方公営企業の見直し 

 地方公営企業については、企業体としての経営

管理基盤を強化し、公共性と効率性の観点から中

長期的視野に立った経営手法を確立するととも

に、企業会計を支える料金体系・使用料の適正化
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について、公正で公平な負担の適正化を図りなが

ら収入の確保に努めます。 

(ｲ) 特別会計の見直し 

 国民健康保険事業や介護保険事業等の特別会計

については、各種制度改正等により一般会計への

負担の増加が予測されるため、これらの環境変化

に対応できる体制の整備に努めます。 

(ｳ) 一部事務組合の改革 

 一部事務組合の運営の自立化や事務事業の効率

化について、積極的に他の構成市町村との協議を

進め、適正な執行が行われるよう行政改革の視点

に立った運営を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を進め、収入の確保に努めます。 

（イ）特別会計の見直し 

 国民健康保険事業や介護保険事業などの特別会

計については、今後も制度改正や社会経済状勢の

影響が見込まれるため、環境の変化に対応できる

体制の整備と財政の安定化に努めます。 

（ウ）一部事務組合の改革 

 一部事務組合については、その行政目的を効果

的に達成する方法を検討し、あり方や事務事業の

効率化について、積極的に他の構成市町村との協

議を進めます。 
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Ⅴ 行財政改革の進め方 

 

１ 行財政改革の計画期間 

 

 行財政改革大綱（以下「大綱」という。）の計画期

間は、平成２０年度から平成２４年度までの５年間と

します。 

 

 

２ 行財政改革の推進体制 

 

 協議・決定・連絡する庁内組織として木津川市行財

政改革推進本部設置規程（平成２０年木津川市訓令第

５号）に基づく「木津川市行財政改革推進本部」を活

用するとともに、民間の有識者等からなる「木津川市

行財政改革推進委員会」を設置し、行政改革を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

Ⅴ 行財政改革の進め方 

 

１ 行財政改革の計画期間 

 

 第２次行財政改革大綱（以下「大綱」という。）の

計画期間は、平成２５年度から平成２９年度までの５

年間とします。 

 

 

２ 行財政改革の推進体制 

 

 木津川市の行財政改革を計画的かつ全庁的に推進す

るため、次の２つの組織を置きます。 

 

「木津川市行財政改革推進本部」 

市長を本部長とする、全庁的な行財政改革の推進の核

となる組織 

根拠規定：木津川市行財政改革推進本部設置規程（平

成２０年木津川市訓令第５号） 

 

「木津川市行財政改革推進委員会」 

公募市民・各分野の有識者を委員とする、木津川市の



 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 30 

（現行）木津川市行財政改革大綱 第２次木津川市行財政改革大綱（素案） メモ 

   
 

 

 

 

 

３ 実施及び進行管理 

 

 行財政改革の実施にあたっては、大綱及び推進計画

に基づき、可能な限り数値目標を定めた行財政改革行

動計画（以下「行動計画」という。）を策定し、計画

的に取り組みます。 

 また、行動計画については、毎年度その進捗状況を

点検、確認するとともに、社会経済状況の変化等に応

じて適切に対応できるよう追加、修正を行い、可能な

限り早期に取り組むこととします。 

 なお、計画の進捗状況については、「木津川市行財

政改革推進委員会」に報告し、意見を求めるとともに

市広報やホームページにより広く市民に公表します。 

 

行財政改革推進のための諮問機関 

根拠規定：木津川市行財政改革推進委員会条例（平成

１９年条例第２３１号） 

 

 

３ 実施及び進捗管理 

 

 行財政改革の実施と進捗管理のため、大綱に基づい

て、可能な限り数値目標を定めた行財政改革行動計画

（以下「行動計画」という。）を策定し、計画的な取

り組みを進めます。 

 また、行動計画については、毎年度その進捗状況を

点検、確認するとともに、社会経済状況の変化等に応

じて速やかに対応できるよう追加、修正を行うことと

します。 

 なお、行動計画の進捗状況は、「木津川市行財政改革

推進委員会」に報告し、意見を求めるとともにホームペ

ージなどにより広く市民に公表します。 
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木津川市が、これからも持続可能で、元気なまちであるために、 

７月３日、５日、６日に、全職員を対象として、 

河井市長を講師とする行財政改革説明会を開催しました。 

 

この説明会で、配布・回収したアンケート調査について 

結果がとりまとまりましたので、ご報告します。 

行財政改革説明会 

アンケート報告書 
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○目 的 

このアンケート調査は、今後の行財政改革の取り組みの参考とす

るために、木津川市の職員が、今、どのような気持ちで働き、ど

のような問題を感じているのか。そして、どのような職場を望ん

でいるのかを明らかにすることを目的としたものです。 

 

一人ひとりの職員が感じている／気づいた問題点を、職場全体で

共有し、意見を出し合いながら改善していく取り組みが、行財政

改革には、欠かすことができません。 

そしてそれは、職員の誰もが、やりがい・充実感を持って、前向

きに働ける職場づくりにも繋がるものと考えています。 

 

 

 

○対象者 

 アンケート回答者  ４４６名（全職員の８９％） 

 

 ・木津川市職員   ５０２人 

         （特別職除き、国・府の出向者２名含む。） 

 ・説明会出席者   ４６６人 

         （出向・休職：２６名、公務欠席：１０名） 

 

 

 

○その他 

（自由記載欄のご意見） 

自由記載欄のご意見については、特徴的なものを抜粋し、個人

が特定されうる部分や・誤字等を補正してあります。 

 

（アンケートの集計・分析） 

各設問の回答については、単純集計を行い、有効回答中の特徴

的な回答の割合を記載しています。 

併せて、５歳毎の年齢層とのクロス集計を行って、年齢層によ

る意識・意見の違いをグラフ化しました。 

 

また、アンケートの結果から、想定されること・考えられるこ

とについては、集計結果と区分して、（考えられること）とし

て記載しています。 

このアンケートは、継続的に実施しているものではないため、

年齢層別で意識・意見の違いが生じた原因の分析は難しいので

すが、年齢（経験・立場・役職等）は、一定、意識・意見に影

響するものとして、アンケートの分析を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行財政改革説明会アンケートについて 
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あなたのことについて、教えてください。 １． 
【年齢】 ①～２５歳    ②２６～３０歳  ③３１～３５歳  ④３６～４０歳 

 ⑤４１～４５歳  ⑥４６～５０歳  ⑦５１～５５歳  ⑧５６歳～ 

【性別】 ①男性  ②女性 

回答者の総数は、４４６名でした。 

説明会出席者、４６６名に対して、回答率９６％でした。 

木津川市職員、５０２名※に対して、回答率８９％でした。 

 

回答率が高いため、回答者の年齢構成は、正職員の年齢構成（右下図）と同じ傾向

を示しています。（※特別職を除き、国・府の出向者２名含む。） 

 

 

（考えられること） 

回答者の総数は、正職員数の約９割となっているため、このアンケートの結果は、

職場全体の意識・意見を反映しているものと考えられます。 

 

 

［（参考）正職員の年齢層構成について］ 

３６～５５歳までの職員数が多い年齢層と、３５歳未満の職員数が少ない年齢層間

で、人数の差が非常に大きい（５歳毎の区分で、２倍程度）ことが特徴となってい

ます。 

特に、現在２６～３５歳の年齢層については、今後の新規採用もある程度限られる

と考えられることから、年齢構成の偏りから生じる問題が、将来的に大きくなる可

能性があります。 
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～25歳 26～

30歳

31～

35歳

36～

40歳

41～

45歳

46～

50歳

51～

55歳

56歳～ 不 明

各１つを選択 

年齢別・性別アンケート回答者数（人） 

正職員の年齢層構成（H24.4.1）（人） 

有効回答＝446 

職員数＝500 

男性 女性 不明

男性 女性
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あなたは、「行財政改革」が必要だと思いますか。 

  ①はい  ②いいえ  ③わからない 

回答者の９１％が、「はい」と回答しています。 

全ての年齢層で「はい」が８割を超えており、ほとんどの職員が、何らかの「行財

政改革」が必要と考えていることがわかりました。 

 

 

 

（自由回答の内容） 

「行財政改革は必要丌可欠であり、とても有意義でした。市長の強い思いが感じら

れました。」 

［26～30 歳 男性］ 

 

「行財政改革について１人１人職員も意識を持って取組む必要があると感じた。小

さなことからしかできないかもしれませんがその積み重ねが大切で財政につながる

のではないかと思う。」 

［51～55 歳 女性］ 

 

「認識はしていましたが、市長から具体的に説明をいただき、改めて行革の重要性

を実感しました。職員が知恵を出し合い、一丸となって取組むことが大事です。

『ちりも積もれば山となる』の気持ちで予算組、事業展開をみんなで進めて行きま

しょう。」 

［56 歳～ 女性］ 

 

97%

91%

97%

89%

81%

89%

97%

97%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～25歳

26～30歳

31～35歳

36～40歳

41～45歳

46～50歳

51～55歳

56歳～

１つを選択 

「①はい」の割合 有効回答＝432 

行財政改革は、必要 

２． 
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あなたは、「木津川市行財政改革大綱」をご存じでしたか。 

①一定内容を知っていた ②名前のみ知っていた  ③知らなかった 

回答者の３３％が、「一定内容を知っていた」と回答しています。 

一方で、２１％が「知らなかった」と回答しています。 

年齢層が高くなるのと共に、大綱のことを知っている割合が高くなる傾向がありま

した。 

 

 

（考えられること） 

４６～５０歳の年齢層で、「一定内容を知っていた」割合が大きく伸びており、係

長などの役職に就いた方などが、業務上、行財政改革に係わることで、大綱のこと

を知られたのではないかと考えられます。 

今後、若い年齢層の方を含めて全職員を対象に、大綱や行財政改革についての情報

発信が必要だと考えられます。 

 

 

（自由回答の内容） 

「大綱の内容、すべて見る時間がないのが現実。見ないといけないのは分かってい

るのですが…」 ［26～30 歳 女性］ 

 

10%

17%

24%

25%

23%

41%

49%

63%

48%

42%

42%

49%

61%

46%

34%

34%

42%

42%

34%

26%

16%

12%

16%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～25歳

26～30歳

31～35歳

36～40歳

41～45歳

46～50歳

51～55歳

56歳～

１つを選択 各回答の割合 

一定内容を知っていた 名前のみ知っていた 知らなかった

有効回答＝435 

 行財政改革大綱は、 
 あまり知られていない 

３． 
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あなたは、市や国の財政状況についてどのように感じていますか。 

  ①安心している  ②少し不安がある  ③かなり不安がある 

回答者の４５％が、「少し不安がある」と回答しています。 

また、５５％が「かなり不安がある」と回答しています。 

年齢層が高くなるのと共に、「かなり丌安がある」の割合が高くなる傾向がありま

した。 

 

 

（考えられること） 

職員としての経験年数が長く、市や国の財政状況についての知識があると思われる

高い年齢層の方がより丌安感・危機感が強いことは、厳しい実態を反映しているも

のと考えられます。 

問題を解決していくためには、まず、正しい現状認識の共有が必要であり、引き続

き、若い年齢層の方を含めて全職員を対象に、財政状況についての情報発信が必要

だと考えられます。 

また、一人ひとりの職員も、市ＨＰで公開されている、「予算のあらまし」「決算

のあらまし」等で、木津川市（自分自身の職場）の状況を知ることが大事だと思わ

れます。 

 

 

（自由回答の内容） 

「今のままでは立ち行かないのではないかと感じていたが、改めて具体的にどんな

工夫ができるのか考える機会となった。他の職員の意見を聞けて参考になった。先

ず職員の意識改革を図って行くことが大切だと思う。」 ［56 歳～ 女性］ 

 

74%

61%

41%

51%

46%

30%

38%

37%

26%

39%

59%

49%

53%

70%

62%

63%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～25歳

26～30歳

31～35歳

36～40歳

41～45歳

46～50歳

51～55歳

56歳～

１つを選択 
各回答の割合 

安心している 少し不安がある かなり不安がある

有効回答＝437 

市や国の財政状況は、不安 

４． 
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あなたは、現在の仕事にやりがいや充実感を感じていますか。 

  ①はい  ②どちらかといえば、はい  ③どちらともいえない 

  ④どちらかといえば、いいえ       ⑤いいえ 

回答者の６９％が、「はい」「どちらかといえば、はい」というプラス方向の回答

をしています。 

～２５歳の年齢層では、９０％がプラス方向の回答をしていますが、年齢層が高く

なるにつれて割合は低下し、３１～４５歳の年齢層では、約７０％となります。 

４６～５０歳の年齢層では、プラス方向の回答の割合は最も低く、５７％となりま

すが、その一方で５１～５５歳の年齢層では、７２％まで上昇します。 

 

 

（考えられること） 

市の行政を実際に動かしている一人ひとりの職員が、やりがい・充実感を持って、

日々の業務にあたれるかどうかは、非常に重要なことです。 

仕事にも職場にも丌慣れな、～２５歳の年齢層で、プラス方向の回答の割合が最も

高い一方で、その後、年齢層が高くなると共に割合が低下していく※ことについて

は、組織としても、そこで働く個人としても真剣に対応を考えなければならない課

題だと思われます。 

この問題を解決するためのヒントは、５１～５５歳の年齢層で、プラス方向の回答

の割合が大きく上昇することにあると考えられます。 

 

※この設問について「④どちらかといえば、いいえ」に○を付け、その横に、「以前は

やりがいがありました。」と書かれた女性の回答がありました。 

90%

81%

68%

69%

67%

57%

72%

69%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～25歳

26～30歳

31～35歳

36～40歳

41～45歳

46～50歳

51～55歳

56歳～

１つを選択 
「①はい」「②どちらかといえば、はい」の回答の割合の合計 

有効回答＝436 

 仕事にやりがい・充実感が 
 ある人は、７割（年齢差大） 

５． 
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あなたは、今後の働き方について、どのように考えていますか。 

  ①定年まで木津川市で働きたい  ②転職・退職も考えている 

回答者の７３％が、「定年まで木津川市で働きたい」と回答しています。 

また、２７％が「転職・退職も考えている」と回答しています。 

 

この調査項目については、性別による差が大きくなることが予想され、年齢層別・

性別に集計を行いました。 

その結果、全ての年齢層において、男性より女性の方が「転職・退職も考えてい

る」と回答した割合が高く、男性１８％に対して女性３８％でした。 

 

 

（考えられること） 

設問５の「仕事のやりがい・充実感」について、別途、性別とのクロス集計を行っ

たところ、プラス方向の回答は、男性６４％に対して女性７５％で、全年齢層にお

いて女性の方が高かった※１ことから、「仕事のやりがい・充実感」を持ちながら

も、結婚や子育て等のために、女性が「転職・退職も考えている」割合が高くなっ

ていると考えられます。 

設問１の、「正職員の年齢層構成」と併せて考えると、特に若い年齢層の女性職員

が、子育てを行いながら働き続けやすい職場づくり※２が必要と考えられます。 

 

※１．原因として、（①保育園等女性比率の高い職場が「やりがい・充実感」を得やす

い ②「やりがい・充実感」の低い女性は、既に退職している）等が考えられます。 

※２．「②転職・退職も考えている」に○を付け、その横に、「育児のこともあるの

で」、と書かれた［26～30 歳 女性］の回答がありました。 

11%

25%

0%

21%

16%

30%

18%

7%

30%

50%

37%

33%

17%

56%

42%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～25歳

26～30歳

31～35歳

36～40歳

41～45歳

46～50歳

51～55歳

56歳～

１つを選択 

「②転職・退職も考えている」の割合（男女別） 
有効回答＝416 

 ７割が、定年まで木津川市で 
 働くことを希望（性別差大） 

６． 

0% 

男性 女性
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あなたは、日々の仕事の中で（ご自身や周囲について）、 

困っていることや、問題と思っていることを、お持ちですか。 

  ①はい  ②いいえ 

回答者の８３％が、「はい」と回答しています。 

４５～５０歳の年齢層では、「はい」の割合は最も高く９５％となっています。 

～２５歳の年齢層では、「はい」の割合は最も低く７０％となっています。 

 

 

（考えられること） 

多くの職員が共通して「困っていること、問題と思っていること」について、職場

全体で解決に取り組むことで、働きやすく「仕事のやりがい・充実感」のある職場

ができるのではないかと考えられます。 

（設問５の「仕事のやりがい・充実感」と最上位、最下位が逆転しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 具体的な「困っていること、問題と思っていること」の内容については、次項で 

  集計をしています。 

70%

83%

86%

75%

80%

95%

84%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～25歳

26～30歳

31～35歳

36～40歳

41～45歳

46～50歳

51～55歳

56歳～

１つを選択 

「①はい」の割合 有効回答＝418 

 ８割が、困っていること・ 
 問題と思うことがある 

７． 
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それは、どのようなことですか。 

①必要な情報が伝わってこない、意思疎通が不十分 

②何を目指して仕事をすれば良いのかわからない 

③職場の人間関係に悩みがある 

④仕事が忙しすぎる 

⑤所属毎の業務量がアンバランス 

⑥職員毎の業務量がアンバランス 

⑦所属間での連携が、弱い・うまくいかない 

⑧仕事の仕方に問題がある（非効率な業務等） 

⑨意識改革ができていない（前例踏襲・横並び主義等） 

⑩執務環境・スペースに問題がある 

⑪必要なスキルを身に付ける機会が不十分 

⑫その他 

回答者数が最も高い３項目は、全て業務量に関係するものでした。 

１位「職員毎の業務量がアンバランス」          ９８件／２３％ 

２位「所属毎の業務量がアンバランス」          ８８件／２１％ 

３位「仕事が忙しすぎる」                ８４件／２０％ 

４位「必要な情報が伝わってこない、意思疎通が丌十分」  ８１件／１９％ 

５位「所属間での連携が、弱い・うまくいかない」     ７６件／１８％ 

３つまで選択 

有効回答＝418 

 業務量（のアンバランス） 
 に、一番困っている 

７－２． 

81 

42 

53 

84 
88 

98 

76 

66 
62 

53 
58 

8 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

各回答の件数（件） 
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それは、どのようなことですか。 ７－２． 
年齢層別に結果を見ると、４０歳までの全年齢層で、「④仕事が忙しすぎる」という純粋な業務量の多さよりも、業務量のアンバランスについて困っている／問

題と思っている回答が多いという結果でした。（「⑥職員毎の業務量がアンバランス」＞「⑤所属毎の業務量がアンバランス」＞「④仕事が忙しすぎる」） 

その一方で、「⑥職員毎の業務量のバランス」を決定する管理職級の職員が多いと思われる５１～５５歳の年齢層で、「⑥職員毎の業務量のアンバランス」を問

題としてあげている割合が最も低くなっていました。 

また、「⑦所属間での連携が、弱い・うまくいかない」については、特に、５１歳以上の年齢層で高くなる傾向にありました。 

 

（考えられること） 

業務量のアンバランスについては、職員配置・業務分担の工夫等により、一定改善することが可能だと考えられます。 

なお、「③職場の人間関係に悩みがある」の割合は、５１～５５歳の年齢層が全ての年齢層の中で最も高く、課題解決の責任と部下との関係の板挟みになる管理

職級の難しさを反映していると考えられます。また、管理職級の職員が多い年齢層で、「⑦所属間での連携が、弱い・うまくいかない」の割合が高いことは、今

後、より一層、部や課を越えての対応が必要になると思われる中、大きな課題だと考えられます。 

 

（自由回答の内容） 

「私は仕事量が少ないほうだと思うが、このアンバランスはすさまじい。残業しないように！とお達しが出ても、現場をわかってないといしか言いようがない。

仕事が集中している人は本当に毎日が大変そうだ。」 ［～25 歳 女性］ 

①必要な情報が伝わってこない、意思疎通が不十分 

②何を目指して仕事をすれば良いのかわからない 

③職場の人間関係に悩みがある 

④仕事が忙しすぎる 

⑤所属毎の業務量がアンバランス 

⑥職員毎の業務量がアンバランス 

⑦所属間での連携が、弱い・うまくいかない 

⑧仕事の仕方に問題がある（非効率な業務等） 

⑨意識改革ができていない（前例踏襲・横並び主義等） 

⑩執務環境・スペースに問題がある 

⑪必要なスキルを身に付ける機会が不十分 

⑫その他 

各回答の割合 １位 ２位 ３位

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

～25歳 27% 10% 7% 10% 13% 23% 17% 13% 3% 7% 10% 0%

26～30歳 8% 14% 6% 14% 19% 36% 6% 17% 8% 17% 17% 6%

31～35歳 20% 11% 17% 17% 26% 29% 11% 23% 20% 6% 9% 0%

36～40歳 17% 10% 7% 19% 25% 32% 17% 13% 11% 11% 10% 1%

41～45歳 14% 15% 10% 28% 18% 20% 20% 15% 7% 13% 13% 3%

46～50歳 29% 12% 17% 18% 24% 21% 18% 16% 22% 16% 17% 1%

51～55歳 13% 3% 21% 26% 16% 11% 25% 18% 15% 10% 15% 3%

56歳～ 31% 0% 14% 14% 25% 19% 28% 14% 33% 22% 22% 0%

回答なし 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

総計 19% 10% 13% 20% 21% 23% 18% 16% 15% 13% 14% 2%
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「困っていること、問題点と思っていること」の回答の補足として、

次のような回答がありました。 

 

 

事務仕事をする際に PCが不十分。足りない。管理職の人の決断力

がなく、大切な話が伝わってこない。 

年功序列ではなく、仕事量に見合った給料、人格にあった役職配置

にするとやる気もかわると思います。 

［～25 歳 女性］ 

 

私たちが聞いた住民さんの声がなかなか反映できず、ちょっともど

かしいです。 

［～25 歳 性別回答なし］ 

 

地域ごとのルール。仕事の方法にバラつきがある。内容の統一を。 

［26～30 歳 男性］ 

 

「予算がない」の一言で、畑違いの仕事まですべて一任されてしま

う。そのため残業・休日出勤も発生しているが、きちんと見直しを

して、専門業者に依託した方が安くつく業務もあるのでは…と感じ

る。(本来の業務に支障をきたす場合もなきにしもあらずです) 

［26～30 歳 女性］ 

 

現在の方向性として、残業を無くそうという流れがあり、それは必

要であると思うがなかなか難しい。時間外を出さず、残業をしてい

る場合も多い。職員間での連携ももっと必要である（上司も含め）。 

［26～30 歳 女性］ 

 

専門職が事務作業を多くこなすことで、専門職としての業務時間を

確保できていない。専門職は給料表も異なるので専門職としての業

務をしてもらう必要がある。 

［26～30 歳 女性］ 

 

定時であがれることがほとんどない。上の意識が低い。仕事量が多

くて残ることも多いが、上も何も言わず帰らないため帰りにくいこ

とがある。タイムレコーダーをおして残っていることもあるので、

もう一度意識づけをしてほしい。 

［26～30 歳 女性］ 

 

アルバイト保育士にどこまで仕事を任せるのかあいまい。当人の意

識に大きく左右されるので、同じ賃金でも仕事量・質に差が出るの

に疑問を感じる。 

［31～35 歳 女性］ 

 

長期に休んでいる方がおり、周りにしわよせがきている 

［31～35 歳 女性］ 

 

仕事していない職員がいるとモチベーションが下がる。 

［36～40 歳 男性］ 

 

仕事のやり方が非効率的でムダな残業をしてる人が多いと思います。 

［36～40 歳 女性］ 

 

１回につき２～３時間の対応が必要な住民の方がおられ困ります。 

［41～45 歳 女性］ 

 

出張費、研修費に限りがある。出張費、研修費は請求しないので専

免扱いででも受けたい研修があります。 

［46～50 歳 女性］ 

 

職員の危機意識がない。それぞれが責任感を持った業務の遂行。 

［51～55 歳 男性］ 

 

能力のない部、課長が多すぎ、役職退職制度の活用を。 

［56 歳～ 男性］ 

 

それは、どのようなことですか。 ７－２． 
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あなたが職場に望むのはどのようなことですか。 

回答者の７０％が、「人間関係が良いこと」と回答しており、全ての年齢層を通じ

て最も高い割合の回答でした。 

 

１位「人間関係が良いこと」              ３０８件／７０％ 

２位「自分の能力の発揮・向上が出来ること」      １７９件／４１％ 

３位「上司、先輩のフォロー・バックアップがあること」 １５３件／３５％ 

 

「自分の能力の発揮・向上が出来ること」は、全ての年齢層を通じて、高い割合の

回答がありましたが、「上司、先輩のフォロー・バックアップがあること」の割合

は、年齢層が高くなるとともに、低下する傾向にありました。 

 

（考えられること） 

３１歳～４０歳の年齢層で、「残業が少ない・休暇が取りやすいこと」の割合が高くな

っています。原因として、（①子育て等で家族と過ごす時間のニーズが高い ②この年

齢層に業務が集中している）等が考えられます。 

①人間関係が良いこと 

②自分の能力の発揮・向上が出来ること 

③働きに応じて給料・役職がきちんと評価されること 

④上司、先輩のフォロー・バックアップがあること 

⑤残業が少ない・休暇が取りやすいこと 

⑥新しい仕事・自分が取り組みたい課題に挑戦できること 

⑦私生活に干渉されないこと 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

～25歳 87% 48% 26% 58% 13% 16% 13%

26～30歳 71% 21% 47% 50% 24% 15% 12%

31～35歳 70% 35% 22% 38% 35% 11% 3%

36～40歳 73% 40% 34% 40% 48% 12% 7%

41～45歳 63% 40% 28% 35% 24% 11% 7%

46～50歳 76% 56% 19% 30% 27% 13% 5%

51～55歳 67% 41% 26% 28% 25% 12% 3%

56歳～ 69% 33% 23% 18% 10% 31% 5%

回答なし 0% 25% 25% 0% 0% 25% 0%

総計 70% 41% 27% 35% 27% 14% 6%

３つまで選択 

各回答の割合 １位 ２位 ３位

有効回答＝438 

８． 

308

179

120

153

119

62
27

0

50

100

150

200

250

300

350

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各回答の件数（件） 
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納税者としてのあなたが、公務員に望むことは何ですか。 

回答者の５８％が、「親切で人間味のある対応」と回答しており、全ての年齢層を

通じて最も高い割合の回答でした。 

 

１位「親切で人間味のある対応」   ２５５件／５８％ 

２位「専門的なアドバイスや支援」  ２０３件／４６％ 

３位「正確で迅速な処理」      １８２件／４２％ 

 

「専門的なアドバイスや支援」「正確で迅速な処理」共に、全ての年齢層を通じて、

高い割合の回答がありました。また、「コスト意識を持った無駄のない仕事」も同

様の傾向にありました。 

 

①親切で人間味のある対応 

②専門的なアドバイスや支援 

③給料・役職に見合った知識・能力・仕事 

④正確で迅速な処理 

⑤コスト意識を持った無駄のない仕事 

⑥前例のない問題や新たな課題の解決に向けた企画 

⑦公私の区別をつけた公平・公正な処理 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

～25歳 58% 39% 19% 48% 29% 16% 26%

26～30歳 50% 50% 38% 44% 29% 15% 26%

31～35歳 64% 44% 11% 39% 28% 14% 22%

36～40歳 64% 42% 22% 41% 27% 15% 26%

41～45歳 51% 44% 23% 31% 34% 9% 20%

46～50歳 63% 55% 20% 48% 33% 14% 14%

51～55歳 54% 52% 16% 41% 25% 12% 14%

56歳～ 67% 41% 3% 51% 44% 18% 36%

回答なし 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

総計 58% 46% 19% 42% 30% 13% 21%

３つまで選択 

各回答の割合 １位 ２位 ３位

有効回答＝437 

９． 

255

203

83

182

133

58

93

0

50

100

150

200

250

300

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

各回答の件数（件） 
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木津川市の仕事・仕組みの中で、 

改善できるのではないかと感じていることはありますか。 

  ①はい  ②いいえ 

回答者の９６％が、「はい」と回答しています。 

ほとんど全ての職員が、何らかの「改善できる点」を感じていることがわかりまし

た。 

 

 

（考えられること） 

「はい」の割合が非常に高いということは、それだけ行財政改革のチャンスがある

ということです。 

こうした課題について、個人で取り組めること、係で取り組めること、課や部で取

り組めること、そして、全庁的に集約して取り組めることを区分し、一つひとつ、

出来ることから解決していくことが重要だと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 具体的な「改善できる点」の内容については、設問７－２、設問１２の自由回答 

  にも、一部記載をいただいています。 

97%

100%

97%

90%

97%

96%

98%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～25歳

26～30歳

31～35歳

36～40歳

41～45歳

46～50歳

51～55歳

56歳～

１つを選択 

「①はい」の割合 
有効回答＝395 

 改善できる点は、ある 

10． 
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行財政改革がすすめられていくにあたって、自分の課が目指す方

向性をきちんと知りたい。欲を言うなら他課の方向性も。 

［～25 歳 女性］ 

 

今日の説明で概要は分かったので、さらに詳細について知りたい

と思った。 

［～25 歳 女性］ 

 

設問中の「木津川市行財政改革大綱」を知らず、行財政改革につ

いて私はほとんど知らないのだと痛感しました。一度、１・２年

目向けに行財政改革についての研修を開いて頂けるとありがたい

です。 

［～25 歳 女性］ 

 

すべてのお金の流れが知りたい。施策のメリット・デメリットは

文字ではなく、具体的な数字で感度を示してほしい。 

［26～30 歳 男性］ 

 

 

 

他市町村の行財政改革の事例を知りたい。 

［26～30 歳 男性］ 

 

大綱の内容、すべて見る時間がないのが現実。見ないといけない

のは分かっているのですが… 

［26～30 歳 女性］ 

 

もっと各部署、具体的な予算編成・改善点をあげ、他部署にも情

報を開示して、先ず問題意識を持つ環境作りが必要だと思う。ど

こに問題があるのかすら漠然としてわからない。 

［31～35 歳 女性］ 

 

職員構成がいびつになっている。なるべくピラミッドになってい

る方が良いと思うが、行財政改革によって職員構成をどのような

形にしていくのかを詳しく知りたい。 

［36～40 歳 男性］ 

 

行革のことぐらい、セクトを出さず、関係部署は率先して取りく

むべき 

［51～55 歳 女性］ 

 

国・地方のあるべき姿（財源・仕事量）が明確にない状況では本

来の行財政改革の姿が見えてこない。このことから市民にも説明

できないし、理解も得られない。 

［55 歳～ 男性］ 

  

行財政改革について、知りたいこと、 

わからないことなどありましたら、ご自由にご記入ください。 

次のような回答がありました。 

 

（考えられること） 

大綱の内容について、詳しく知りたいというご意見がある一方で、「大

綱のすべて見る時間がない」というご意見もありました。 

今後、わかりやすい行財政改革についての情報発信が必要だと考え

られます。 

11． 
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【１．説明会に参加しての感想・行財政改革についての思い】 

 

説明会に参加して感じられたことや、行財政改革のついての思い

についてのご回答です。 

市長から、直接説明を聞けたことが良かった／市長の思いが感じ

られたとのご感想が多数ありました。 

また、それぞれの立場で、出来ることから行財政改革に取り組み

たいというご意見も多くありました。 

 

 

市財政への意識向上につながった。 

［～25 歳 男性］ 

 

行財政ということ自体わかっていなかったので、今回の説明会で

このような問題があったことが知れて良かったです。 

［～25 歳 女性］ 

 

行財政については、身近に感じることが尐ない分、イメージをも

ちにくく、難しいなと感じました。でも交付税が減額されること

で、市民１人１人にも、尐なからず影響が出てくることはわかり

ました。職員として、何ができるのかと言われるとわからないで

すが、個人として、節電などの節約を意識をするなどで、尐しで

も市の財政に貢献できれば良いなと思いました。 

［～25 女性］ 

 

１４億の交付税が無くなる事を久しぶりに思い出しました。何を

どうするか、どうすれば効率よくなるかを良く考えていかないと

いけない。 

これから先、住みよい、働きやすい市になったらと思う。 

［26～30 歳 男性］ 

 

職員がコスト意識を持つための良い機会だったと思う。 

［41～45 歳 男性］ 

 

・木津川市職員として、市の現状を十分理解し、日常の業務にあ

たることが必要であると改めて感じた。 

・色々なアイディアや考えを交流することができた中、有効なア

イディアを実施し、尐しでも行政の改革が実現できたら素晴ら

しいと思った。 

・誰かがしてくれる、ではなく、一人一人の自覚の大切さも感じ

た（コスト削減や節約面）。 

［46～50 歳 女性］ 

 

市長の講話の後、さまざまな所属・立場からの意見交流があり、

ひとつひとつ共有でき、意識向上につながりました。勉強になり

ました。ひとつの柱に向けて、職員全員で声を出し合う機会の大

切さを考じました。 

［51～55 歳 女性］ 

 

久しぶりのグループ討議に新鮮さを感じた。若手、中堅、ベテラ

ンそれぞれの持ち場で頑張る必要を感じた。御苦労様でした。 

［51～55 歳 男性］ 

本日の説明会についてのご感想を、ご自由にご記入ください。 

主な回答について、次の３区分に分類しました。 

 

１．説明会に参加しての感想・行財政改革についての思い 

２．説明会の実施方法等についての意見・提案      

３．行財政改革についての提案・その他         

12． 
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【２．説明会の実施方法等についての意見・提案】 

 

説明会の内容や実施方法についての改善のご意見や、ご提案です。 

今後も引き続き、こうした説明会等の実施を希望するご意見が多

数ありました。 

また、グループ討議について、もっと時間を確保して／事前に検

討したものを持ち寄る形とすれば、より充実したものになるとの

ご提案が複数ありました。 

 

その他のご意見も含めまして、今後、説明会等を実施する際の参

考とさせていただきます。 

 

 

個人的には何か変えていかないといけないと感じていましたが、

このような会によって色々な方の他方向の意見を聞けたことは良

いことだと思います。最後のまとめの意見としては、まだまだ内

容の浅いのが気になりますが、これも回数を増やしていくことで

より内容の濃いものになっていくと思います。 

［26～30 歳 性別回答なし］ 

 

職員への意識づけという意味でとても良い説明会であったと思い

ます。協議の時間が尐なかったことが気になりました。 

［31～35 歳 男性］ 

 

説明会を継続して行ってください。 

［31～35 歳 男性］ 

 

タイムスケジュールが尐し厳しかったように感じます。もう尐し、

グループ討論や発表に時間が必要だったのではないでしょうか？

行財政に対する意識をもっとしっかり持つためのきっかけにした

いです。 

［31～35 歳 女性］ 

 

とても貴重な時間だと思います。グループ討論の時間がもっとあ

っても良かったと思います。 

［31～35 歳 女性］ 

 

色々な職種の方と話し合い、それぞれの職場の意見が聞くことが

できました。年齢の近い方と意見交換ができよい機会だったと思

います。職員が皆、同じ方向に向かえるようにアルバイトの方に

も説明（書面でも）されるとよいと思いました。 

［31～35 歳 女性］ 

 

Ｃ班の発表にもありましたが、職員意識の改革が一番必要。こう

いった研修をぜひ続けてほしいと思います。 

［36～40 歳 男性］ 

 

職員の意識の中で行財政について関心をもたれている方が尐ない

と思うので、今後も本日のような説明会や検討の場をもうけて頂

けたらと思います。 

［41～45 歳 女性］ 

 

今後も職員研修として、職員の自覚とスキルアップの為に続けて

行く必要があると感じた。 

［46～50 歳 男性］ 

 

参加者の知識に差がある。レベル別の研修が必要。外部からの意

見を聞きたい。 

［51～55 歳 男性］ 

 

検討内容について事前に検討をし、持ちよるとして進めた方がも

っと意見がでたのではないか。 

［51～55 歳 男性］ 

 

 

  

本日の説明会についてのご感想を、ご自由にご記入ください。 12． 
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【３．行財政改革についての提案・その他】 

 

行財政改革についてのご提案や、その他のご意見などです。 

 

職員の意見やアイデアを集めるための仕組みづくりや、職員の意

識・自覚を高めていくことが重要であるといったご意見が多数あ

りました。 

 

その他、それぞれのご経験から感じられたご意見や問題提起をい

ただきました。 

自治体の特徴として、部所間で業務内容が全く異なることがあり、

その結果、問題意識を持つ／気づく点にも、当然、差が出てくる

ものと思われます。 

多くの問題は、一人で解決できるものではないため、まず、同じ

木津川市で働く職員がどのような課題を感じているかを、お互い

に知ることが大事ではないかと考えます。 

 

 

今日の「節約できるところ、収入を増やすためにできること」の

発表では、意見の重なっているものもたくさんあったので、そう

いうものについてはぜひ検討してもらいたい。職員は現場に身を

置いているため、改革におけるアイデアでは参考になると思う。 

［～25 歳 女性］ 

 

長い目で見た改革をしないと意味がないとおもった。能力給＋給

料ＵＰ⇒よい人材を集めるなど。 

［31～35 歳 男性］ 

 

公務員という立場、体制の中では“利益を上げる”等といった意

識を持つ事が尐なく、それによって現状を変える（向上させる）

意識が全体として薄いのではないかと感じます。現場への指導等

きちんと進めてくれる人材がいてくれると良い方向に向くのでは

と思います。個人の意識を高く持つ事も勿論必要ですが、民間に

比べて指導に従わない方も実際多いと思いますので…。 

［31～35 歳 女性］ 

 

市内にある公共施設への太陽光発電を進めれば電気代節約、売電

による収入がかなり見込めるのではないかと思いました。（設置

のコストはかかるが、補助金等を活用。） 

［36～40 歳 男性］ 

 

てっとり早くするには先進事例の導入が良いと思います。 

［41～45 歳 男性］ 

 

交付税が削減される事は合併時にも説明があったが、今回も交付

税の話であり、行革が進んでいないのかという思いがした（無責

任な言い方ですが）。サービスの内容を十分説明した上で、それ

に係る使用料等は当然徴収すべき。一方で職員のより一層のコス

ト意識改革が必要と感じました。 

［41～45 歳 男性］ 

 

行財政改革といえば廃止、削減のイメージが先行しがちですがサ

ービスを落とさず方法を見直す（改革）が行財政改革であると考

えますが、その実現は大変な困難を伴います。普交１４億削減に

対応するには生半可な対処ではすまないのは明らかで、経常的な

事業や施設の廃止もやむなしと思いますが、具体的に何を、どれ

を、と言う答えは一朝一夕に出るものではないと思います。 

収入増のための観光施策にしても、市外からの来訪者に市内でお

金を使っていただく仕組みがなかなか確立できないように思いま

す。市の活性化・発展のため使い古されたいい回しですが「よそ

者」「若者」「バカ者」の３つの者のうまい活用策が望まれると

ころではないでしょうか。 

［46～50 歳 男性］ 

  

本日の説明会についてのご感想を、ご自由にご記入ください。 12． 
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予算規模の尐ない部署にいるので考え方の観点が狭かったが、い

ろいろな意見が聞けてよかった。 

出先機関ほど経済的に厳しい環境にあるので、施設・課毎にどん

な節約をしているか、アンケートしてみるのもアイデアをいただ

くのに良いのではないかと思います。 

［46～50 歳 女性］ 

 

木津川市ならではの魅力的な町、木津川市に行ってみたいという

町にし、木津川市の活性化を図っていくためのアイディアを定期

的に（市職員・一般市民から）募集するなど 

［46～50 歳 女性］ 

 

行財政改革について１人１人職員も意識を持って取組む必要があ

ると感じた。小さなことからしかできないかもしれませんがその

積み重ねが大切で財政につながるのではないかと思う。 

［51～55 歳 女性］ 

 

一人一人がいかに意識をして仕事するかではないかと思います。 

正職員だけでなく、嘱託及び臨時職員すべての自覚が必要だと思

います。いかに職員（正職員）が見本となり、行う事だと思いま

した。 

［51～55 歳 女性］ 

 

良いキッカケであったと考える。行革の内容について各課等より

委員会を組織し、より実効性のある組織を構築し、職員の責任と

自覚によりアイデア等を持ち寄り検討し、実行するなどの体制で

行うような内部組織を立ち上げてはどうですか？ 

行革とは、あらゆるムダをはぶき、真に必要なものや将来の課題

に向け対応することで、何がムダかを組織全体で見極め、それを

市長以下職員が一致して対応することが大事 

［51～55 歳 男性］ 

 

 

職員の資質向上や能力開発、意識変革が行革推進に一番の早道で

現実的な手法だと思います。戦略的・積極的・徹底的な人材育成

に取組んでは・・・。子どもの教育と同様に投資すればそれだけ

の分が財産として残ります。１人当たり８００万の人件費なら、

せめて１人分を研修費用に充ててはどうかと思います。かなりの

研修ができます。１人１０％の能力アップにつながればすぐにも

とは取れます。職員研修会、職員提案制度、自主研究グループ、

人事評価などの制度もありますが、それぞれが個別、単体でうま

く連携してないように見えます。 

具体的には、 

①研修時間（年間）の割り当て、内容割りふりを年度初めに行う。

（必要な人材を明確に） 

（例えば、年間５日間以上の研修を義務付け、民間研修、５年ご

との研修） 

②職員提案制度のテーマを事前に決める。提案しやすくする。例

えば今日のテーマ「経費削減」「収入の増」など 

③自主研究グループに研究テーマを与える、期限も定める（例）

当尾小学校跡地利用について若い人たちも含めた斬新なアイデア、

企画を求める、政策形成能力向上など 

［56 歳～ 男性］ 

 

本日の説明会についてのご感想を、ご自由にご記入ください。 12． 



第１７回 木津川市行財政改革推進委員会の資料について 

 

１．第２次木津川市行財政改革大綱（素案） 対照表 

 

 現行の木津川市行財政改革大綱と、第２次木津川市行財政改革大綱（素案）の対照表

です。右端にメモ欄を設けてあります。 

 なお、第２次大綱（素案）につきましては、前回の委員会及び勉強会でのご意見や、

職員向けに実施した行財政改革説明会（後述）の結果を踏まえ、次のような考え方で作

成しました。 

 

 

① 行財政改革に関する計画の構成を簡素化（行財政改革大綱と推進計画を統合）

し、各計画の役割分担を明確化。 

 

【現行】行財政改革大綱（理念・重点改革項目） 

    ⇒ 行財政改革推進計画（取り組み・スケジュール・担当課） 

     ⇒ 行財政改革行動計画（取り組み（詳細）・スケジュール・担当課） 

 

【素案】行財政改革大綱（理念・重点改革項目・取り組み） 

    ⇒ 行財政改革行動計画（取り組み（詳細）・スケジュール・担当課） 

      

② 計画の策定趣旨について、現行の計画の策定経緯を含めて記載。普通交付税の

合併算定替の記載を追加。 

 

③ 職員の能力・意欲の向上が一層重要となると考えられることから、これに関係

する内容を強化。基本理念にも「自ら考え、行動する自治体」を追加。 

 

④ 重点改革項目については、それぞれの小項目について「行財政改革の方向性・

考え方」と「行うべき取り組み」に区分して記載し、内容を充実。 

 

⑤ その他、文言の見直し・整理等 

 



２．行財政改革説明会アンケート報告書 

 

 行財政改革を、今後一層推進していくため、７月３日、５日、６日に、全職員を対象

として行財政改革説明会を実施いたしました。 

 説明会の内容といたしましては、市長から行財政改革の必要性・木津川市合併につい

ての思い等についての説明を行った後、採用年次別のグループに分かれて、今後の行財

政改革についての討議を実施しました。 

 また、説明会の最後に意識アンケートを行い、今回その結果がとりまとまりましたの

で、行財政改革推進委員会にご報告するものです。 
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○第２次木津川市行財政改革大綱 策定スケジュール（H24.9.19 時点） 

年 月 日 事  項 内 容 等 

24 

年 

5 9 第９回木津川市行財政改革推進本部 ・策定方針決定 

5 31 第１６回木津川市行財政改革推進委員会 
・諮問 

・行財政改革進捗状況報告 

6 29 行財政改革推進委員会自主参加勉強会  

7 
3,5

,6 
行財政改革説明会（全職員対象） 

・市長説明 

・グループ討議 

9 
中下

旬 
第２次大綱策定に向けた庁内照会  

9 26 第１７回木津川市行財政改革推進委員会 ・第２次大綱（素案）審議 

10 
中下

旬 
第２次大綱中間案に係る庁内照会  

10 

～11 
 第１０回木津川市行財政改革推進本部 ・中間案（たたき台）とりまとめ 

11  第１８回木津川市行財政改革推進委員会 ・第２次大綱（中間案）審議 

12  第２次大綱中間案パブリックコメント  

1   
・庁内調整 

・答申案（たたき台）とりまとめ 

25 

年 

1  第１９回木津川市行財政改革推進委員会 ・第２次大綱（答申案）審議 

1 

～2 
 第２次大綱会長答申  

1 

～2 
 第１１回木津川市行財政改革推進本部 ・第２次大綱策定 

1 

～2 
 第２次行動計画に係る庁内照会 

・庁内照会・調整 

・行動計画素案作成 

2 

～3 
 第１３回木津川市行財政改革推進本部 ・第２次行動計画策定 

3  第２次大綱等議会報告・ホームページ公開  

※ 行財政改革推進委員会 関係個所  

※ このスケジュールは、現時点での案であり、今後の行財政改革推進委員会・推進本部の意見・審議

状況等に基づいて、適宜変更を行うものです。 



事 務 連 絡 

平成２４年９月７日 

 

 所 属 長 各 位 

 

総務部財政課行財政改革推進室長 

 

 

    第２次木津川市行財政改革大綱等の策定に向けてのご意見について 

    （照会） 

 

 

 木津川市の行財政改革の総合的な指針である「木津川市行財政改革大綱」「同推

進計画」「同行動計画」につきましては、本年度末でその期間が終了するため、現

在、第２次大綱等の策定に向けての事務を行っているところです。 

 

 この策定にあたりましては、現行の大綱等の理念や考え方を継承することを基本

としつつ、平成２８年度から始まる交付税の大幅の減額などに対応できる、持続可

能な木津川市をつくるため、その内容を充実・発展させたいと考えています。 

 つきましては、下記のとおり各所属のご意見を伺いたいと考えますので、ご回答

くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

照会内容 第２次行財政改革大綱等についての意見照会（別紙） 

回答期日 平成２４年１０月１日（月）まで 

回答方法 ＭｙＷｅｂメールで行財政改革推進室までご回答ください。 

そ の 他 回答にあたりましては、各部長までの決裁をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

  

担 当 財政課行財政改革推進室 

松尾 中谷 

内 線 ４１２ ４１３ 

参考資料 



○第２次行財政改革大綱等についての意見照会（別紙） 

 

今回の照会（１～３）の結果は、第２次行財政改革大綱等の策定の参考とさせて

いただくものであり、積極的なご意見をくださいますようお願いいたします。 

ご回答につきましては、とりまとめた後、行財政改革推進本部（本部長：市長）

に報告いたします。 

 

 

 

１．行財政改革行動計画（アクションプラン）改革項目の今後の方向性 

  対 象：行財政改革行動計画（アクションプラン）改革項目の所管課 

      （該当する課・室にのみ、回答用紙を添付しています。） 

  内 容：アクションプラン改革項目の今後の方向性（継続・変更・終了） 

  趣 旨：第２次アクションプランの内容を確認するための調査です。 

      現在の改革項目についてのお考えや状況をご回答ください。 

 

２．各課・室における新たな行財政改革に向けた取り組み 

  対 象：全課・室 

  内 容：新たな行財政改革の取り組みとその内容 

  趣 旨：全庁的に行財政改革の取り組み・アイデア・問題点を集約するため 

      の調査です。実現に向けたハードルが高いもの、アイデア段階のも 

      のでも結構ですので、お考えや状況をご回答ください。 

 

３．その他行財政改革に向けた各課・室の意見 

  対 象：全課・室（ご意見がある場合） 

  内 容：１、２の調査の他、行財政改革に向けた自由意見 

  趣 旨：１、２の調査では回答が困難な行財政改革に向けたご意見（行財政

改革大綱の構成や内容等）がありましたら、ご回答ください。 

 

 

※参考として、現行の行財政改革大綱の重点改革項目をとりまとめたものを添付いたし

ます。先日、ＭｙＷｅｂライブラリ（行財政改革）に掲載いたしました、行財政改革

説明会の「グループ討議結果まとめ」と併せて、ご確認くださいますようお願いいた

します。 

 



１．行財政改革行動計画（アクションプラン）改革項目の今後の方向性 

行財政改革大綱 

（重点改革項目） 
«重点改革項目» 

行財政改革推進計画 

（改革項目） 
«改革項目» 

【行財政改革行動計画（アクションプラン）】 

現状と問題点 

（Ｈ２０時点） 

«現状・課題（当初）» 

改革内容 

«改革内容» 

行動計画項目 «実施内容（進捗）» 

担当課 «照会用_主管課» 

進 行 

管 理 

年 度 ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

実 績 

（効果額） 
«進捗_H20» «進捗_H21» «進捗_H22» «進捗_H23» «進捗_H24» 

Ｈ２４取組方針 
«平成 24 年度取組方針» 

Ｈ２５以降の方向性 

継続 
 ① 引き続き、現在実施する取り組みを継続するもの 

 ② 引き続き、検討・調査を継続するもの 

変更  ③ 現在の取り組み内容を変更・拡充するもの 

終了 

 ④ 平成２４年度末までに取り組みが完了した／するもの 

 ⑤ 検討の結果、実施困難と判断したもの 

 ⑥ 法改正等により市が実施する必要がなくなったもの 

方向性の理由 

（できるだけ具体的

にご記入ください） 

 

 



１．行財政改革行動計画（アクションプラン）改革項目の今後の方向性 

行財政改革大綱 

（重点改革項目） 

事務事業の再編・整理 

行財政改革推進計画 

（改革項目） 
行政評価、事業評価システムの導入 

【行財政改革行動計画（アクションプラン）】 

現状と問題点 

（Ｈ２０時点） 

プラン重視から結果重視、成果重視型行政への転換を図るため、事

業実施後の客観的評価を実施し、評価結果を各種事業に反映させる

システムの構築が必要である。 

改革内容 

施策や事務事業について、成果指標等を用いて有効性や効率性を客

観的に評価し、その成果を行財政運営に反映させる仕組みを導入す

る。 

行動計画項目 事務事業評価システムの導入 

担当課 行財政改革推進室 

進 行 

管 理 

年 度 ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

実 績 

（効果額） 
試行実施 ⇒ 

本格実施 
⇒ ⇒ 

Ｈ２４取組方針 
継続«平成 24年度取組方針» 

Ｈ２５以降の方向性 
継続 

○ ① 引き続き、現在実施する取り組みを継続するもの 

 ② 引き続き、検討・調査を継続するもの 

変更  ③ 現在の取り組み内容を変更・拡充するもの 

終了 

 ④ 平成２４年度末までに取り組みが完了した／するもの 

 ⑤ 検討の結果、実施困難と判断したもの 

 ⑥ 法改正等により市が実施する必要がなくなったもの 

方向性の理由 

（できるだけ具体的

にご記入ください） 

今後も、市民への説明責任と仕事の自己点検を行っていくため、

引き続き総合計画の実施計画調査票と合わせる形で、事務事業評

価調査票の取りまとめを継続する。 

また、学研企画課と調整しながら、より良い事務事業評価調査票

の検討を行っていく。 

 

なお、平成２２年度に本格実施が完了しているため、今後の項目

名としては「事務事業評価の実施」としたい。 

現行の「行財政改革大綱」「行財政
改革推進計画」の項目です。 
（事前に入力してあります。） 

現行の「行財政改革行動計画」の内
容です。 
（事前に入力してあります。） 

毎年回答いただいている「行財政改
革行動計画進行管理表」の内容で
す。（事前に入力してあります。） 

行動計画項目について、Ｈ２５以降
の方向性の理由をできるだけ具体的
にご記入ください。 
（終了④～⑥の場合も、具体的に終
了の経緯がわかるようにご記入くだ
さい。） 

記入見本 

該当する項目１つに「○」。 

平成２４年度末までに一定目標を達
成した／する項目の方向性について 

①：平成２５年度以降も引き続いて
同様の取り組みを行う場合 

③：平成２５年度以降、内容を大き
く変更した取り組みを行う場合 

④：今後は、特段の取り組みは行わ
ない場合（既廃止の事業等） 



２．各課・室における新たな行財政改革に向けた取り組み 

 

 

課 ・ 室 名  

取 組 項 目   

経緯・現状 

 

 

 

 

 

 

 

取 組 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

効 果 額 

(H25～H29) 

 あ  り   

 な  し   

予 定 時 期 

 未  定   

 予  定  

 決  定  
 

検 討 状 況 

 未  定   

 検 討 中  

 決 定 済  
 

課 題 ・ 

そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 



２．各課・室における新たな行財政改革に向けた取り組み 

 

 

 

 

 

 

課 ・ 室 名 ○○課 

取 組 項 目 木津川市○○団体補助金の見直し ３－② 

経緯・現状 

 

 

 

 

 

昭和５０年に○○団体の活動を支援するために創設された補助金。 

現在は、４団体に対して各年度計○○万円を補助している。 

団体会員の高齢化と共に実質的な活動が減少し、毎年相当額の繰越金が生

じている。 

取 組 内 容 

 

 

 

 

 

平成２５年度上半期に各団体と協議を行い、補助金の見直し方針を伝え

る。平成２６年度から補助金を減額予定（各年度計○○万円）。 

また、補助金交付要綱を見直し、平成２９年度で一旦事業を終了する。 

 

 

効 果 額 

(H25～H29) 

 あ  り  累計 １００万円程度 の支出減 

 な  し   

予 定 時 期  未  定   

 予  定  

 決  定  

平成２５年度 準備 

平成２６年度～平成２９年度 実施 

検 討 状 況 

 未  定   

 検 討 中  

 決 定 済  

部内で一定調整済（今後、調整会議に提案予定） 

課 題 ・ 

そ の 他 

 

 

 

 

 

  

該当する「重点改革項目」の番号
を記入ください。 
（「（参考）行財政改革大綱（現
行）の５つの重点改革項目」を参
照ください。該当項目が不明な場
合は、空欄で結構です。） 

行財政改革の取り組み（案）の内容を、現時点でわかる範囲で具体的に
記入ください。 

取り組みにより、金額的効果（支出減、収入増）があれば、記入くだ
さい。（H25～29 累計）（額不明の場合「不明」と記入）（職員削
減等の効果は、「なし」に○を付けその内容を記入） 

実施に向けた時期が決まって
いる場合（予定含む。）は、
記入ください。 

現在の検討状況を記入くださ
い。決定済の場合は、「○年
○月○日政策会議決定」 等
と、決定の状況がわかるよう
に記入ください。 

取り組みの実現に向けて課題・問題点があれば
記入ください。 
また、その他の留意点や、「こうした仕組み・
制度があれば、取り組みを実現し易い」といっ
たことがあれば、併せて記入ください。 

該当す
る項目
に、○
を付け
てくだ
さい。 

記入見本 

課・室として、何らかの行財政改革（コストの削減、業
務の効率化、収入の確保等）が考えられる項目を記入く
ださい。 
（未定のものや・検討段階のものでも結構ですので、出
来るだけ多く項目をあげてください。項目が複数になる
ときは、２ページ目以降に追加してください。） 



３．その他行財政改革に向けた課・室の意見 

 

課 ・ 室 名  

内 容 

 



（参考）行財政改革大綱（現行）の５つの重点改革項目 

 

 木津川市の行財政改革の総合的な指針である「行財政改革大綱」では、次の５つ

の項目を重点改革事項として位置づけ、取り組みを行っていくものとしています。 

 各項目の概要と、想定される主な事業内容は次のとおりです。 

 

  １ 協働による「共生の市政」の推進 

  ２ 行政体制の再構築 

  ３ 事務事業の再編・整理 

  ４ 公共施設の再構築 

  ５ 財政システムの再構築 

 

 

１ 協働による「共生の市政」の推進 

１－① 市民との協働によるまちづくり 

 市民・ＮＰＯ団体と協働したり、市民等の市政参加を促進する取り組みです。 

 ［住民団体等との協働事業、住民団体等への支援事業、市民参画型の事業 等］ 

 

１－② 公正の確保と透明性の向上 

 市民等への各種の情報提供や、行政の持つ情報を公開する取り組みです。 

 ［各種行政情報の公表、施策立案への市民参加（審議会・意見徴取等） 等］ 

 

 

２ 行政体制の再構築 

２－① 組織改革 

 効果的・スピーディーに事務を処理できる行政組織をつくるための取り組みです。 

 ［組織・機構の見直し、グループ制の導入 等］ 

 

２－② 定員管理の適正化 

 定員管理を計画的に行いスリムな行政組織をつくるための取り組みです。 

 ［定員適正化計画 等］ 

 

２－③ 総人件費の抑制 

 職員（嘱託職員・臨時職員も含む。）の総人件費を抑制するための取り組みです。 

 ［給与等の適正化、時間外勤務縮減の仕組み、嘱託・臨時職員の有効活用 等］ 

 

２－④ 人材育成の推進 



 職員の育成や、職場風土・業務プロセスを改善するための取り組みです。 

 ［職員研修・説明会の実施、職員意識改革のための仕組み、各種マニュアル整備 等］ 

 

２－⑤ 電子自治体の推進 

 業務のＩＴ化・オンライン化を進めるための取り組みです。 

 ［業務のシステム化、各種手続のオンライン化、ＩＴシステムの効率化 等］ 

 

２－⑥ 法令遵守（コンプライアンス）改革 

 法令を遵守した、透明で公正な市制をつくるための取り組みです。 

 ［要望等の記録制度、各種法令遵守に向けた仕組み 等］ 

 

２－⑦ 借入金や公債費の適正管理 

 借入を抑制し、公債費を適正に管理するための取り組みです。 

 ［繰上償還の実施、借入金・公債費の適正管理 等］ 

 

 

３ 事務事業の再編・整理 

３－① 事務事業の見直し 

 各種事務事業の見直し・効率化、サービスの質の向上のための取り組みです。 

 ［事業の見直し（廃止）、民間委託の推進、視察研修の見直し 等］ 

 

３－② 補助金の見直し 

 各種団体等への補助金や支援について必要性や効果を検証し、見直す取り組みです。 

 ［補助金の見直し（縮小・終期の設定・廃止） 各種団体の自主運営化 等］ 

 

３－③ 外郭団体の見直し 

 外郭団体について必要性や効果を検証し、あり方を見直す取り組みです。 

 ［第三セクターの見直し 等］ 

 

 

４ 公共施設の再構築 

４－① 公共施設の適正な配置 

 公共施設の機能集約・機能強化に向けた取り組みです。 

 ［公共施設の統廃合 等］ 

 

４－② 公共施設の有効活用 

 公共施設の空きスペースの有効活用や、不要な公共施設の廃止等の取り組みです。 



 ［空きスペースの活用、施設の廃止 等］ 

 

４－③ 計画的な保全管理 

 公共施設の長寿命化のため、予防型の保全業務を行う取り組みです。 

 ［施設の点検、修繕の基準・計画策定 等］ 

 

４－④ 維持管理手法の見直し 

 公共施設に指定管理者制度やＰＦＩ手法の導入、民営化を行う取り組みです。 

 ［指定管理者制度の活用、ＰＦＩ手法の導入、施設の民営化 等］ 

 

 

５ 財政システムの再構築 

５－① 歳入の確保と支出の抑制 

 市税・料金の徴収強化、新たな財源の確保、受益者負担の適正化、各種コスト削減の取 

 り組みです。 

 ［税・料金の徴収強化の仕組み、有料広告の導入、手数料・料金値上げ、事務的経費の 

 削減、工事コストの削減 等］ 

 

５－② 入札・契約手続きの改善 

 入札・契約の透明性、公平性の向上と併せて手続きの効率化を行う取り組みです。 

 ［入札制度改革、電子入札制度導入 等］ 

 

５－③ 未利用、低利用資産の有効活用 

 資産の利用可能性を確認し、可能性が低い資産を処分するための取り組みです。 

 ［未利用財産の活用・処分・売却 等］ 

 

５－④ 予算査定の改革 

 限られた財源を効果的に配分するための予算編成を行う取り組みです。 

 ［スクラップアンドビルドの徹底、枠配分方式の導入 等］ 

 

５－⑤ 地方公営企業会計、特別会計等の見直し 

 公営企業の経営強化、特別会計の体制整備、一部事務組合の改革の取り組みです。 

 ［公営企業の経営強化、特別会計の体制整備、一部事務組合の改革 等］ 
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